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第1 基本的な考え方

1 目的

本計画は，新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成2

4年法律第31号｡以下｢特措法｣という｡）第2条第1号の｢新型インフルエンザ等」

をいう。以下同じ｡）発生時において，想定される被害状況等に応じで；千葉地方裁判

所及び千葉家庭裁判所が求められる機能を維持し必要な業務を継続できるよう，適切

な対策を講ずるために策定するものである。

2実施体制

（1）平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え，事務局等において，関係機関とも連携を図

り，情報収集に努める。

（2）発生時の体制

新型インフルエンザ等が発生した場合には，千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所

としてその対策等を推進するとともに，業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統

を明確化するための意思決定機関として，地裁所長を本部長とする対策本部（別紙

1）を設置する。

台

I

第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

本計画は，新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模が政府のガイドラインにお

いて想定されている以下の被害状況等と同様であることを前提として策定するもので

ある6

？ 国民の25％が，各地域ごとに流行期間（約8週間）の中でピークを作りながら

順次り患する。 り患者は， 1週間から10日間程度り患して欠勤するが，その大

部分は，一定期間の欠勤期間後に治癒し，免疫を得て職場に復帰する。

・ ピーク時（約2週間）に職員が発症して欠勤する割合は，多く見積もっても5％

程度であると考えられるが，職員自身がり患する場合のほか，家族の世話看護

等（学校・保育施設等の臨時休業や，一部の福祉サービスの縮小，家庭での療養

、 などによる｡）のために出勤が困難となる場合,不安により出勤しない場合がある

ことを見込み，職員の最大40%程度が欠勤する。

！1

P

第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本的方針

千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所は，新型インフルエンザ等発生時においで，利

用者や職員の生命・健康を保護するために，新型インフルエンザ等の発生により新た

に発生し，又は業務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」という｡）を優先的に

実施するとともに，裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「一般

□

1
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継続業務」といい，強化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」という｡）を継続する

‘こととし，その他の業務（以下「発生時継続業務以外の業務」という｡）は縮小又は中

断する。

2業務の分類

（1）発生時継続業務

ア強化。拡充業務

‘ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析，その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制，発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 業務の状況の国民に対する周知，利用者等からの問い合わせへの対応等

イ一般継続業務 ‘

緊急性が特に高い業務（別紙2記載のとおり）

（2） 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

緊急性や国民の権利利益に与える影響の大きさに応じて,優先すべき業務の順位

を別紙2のとおり定め,確保できる人員の数に応じ,優先順位の低いものから縮小

又は中断する。

3新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮。命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に，業務上の意思決定機能を維持するため，各部署

において以下の事項を検討する。

・ 権限者のり患に備えて，代行者等を指名する。

・ 権限者と代行者等が同時にり患しないよう,可能な限り，同時同場所の勤務

を避ける。

（2） 人員計画等の作成

人事事務担当者は，職員の新型インフルエンザ等のり患状況の把握に努め，随時

対策本部長に報告する。

対策本部は，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を確保す

、るための人員計画を策定する。

人員計画の策定に当たっては，発生時継続業務を適切に実施継続するために必

要な人員を算出した上で，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足等に

よる都合で出勤困難となる可能性のある職員や基礎疾患を有するため出勤困難とな

る可能性のある職員等を考慮する6

また，通勤時や勤務時の感染機会を低減するための勤務体制を整える。

（3）業務の集約

対策本部は，管内支部及び簡易裁判所の人員体制等を考慮し，一般継続業務のう

ち令状事務等については，関係機関と調整の上，対応可能な本庁又は支部に集約す
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ることも検討する。

（4）特定接種体制の構築

対策本部長は,特措法第28条の規定による特定接種の実施が必要となった場合，
別紙3に基づき，速やかにこれを実施する。

4業務継続計画の発動。運用

政府が新型インフルエンザ等対策本部（特措法第15条第1項。以下「政府対策本

部」という｡）を設置した場合には，対策本部は，速やかに業務継続計画を発動する。

業務継続計画に基づく業務体制等の実施は，以下の各発生段階における運用を目安と

して，当庁管内及び周辺庁の流行状況等に応じて対策本部が決定する。

なお，地域の流行状況は，地家裁総務課長において情報収集を行うものとし，訟廷

管理官，事務局課長，支部・簡裁庶務課長は，所属の職員がり患した場合，速やかに

地裁人事課長又は家裁総務課長に報告する。

（1） 海外発生期（国内では発生していない段階）

国内での発生に備え,対策本部等を設置して情報収集に努め,業務継続計画に修

正等を加える必要性の有無について検討し,縮小又は中断する業務や縮小内容等の

方針について関係機関への周知などをする。

（2） 国内発生早期（全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態）

政府対策本部が国内発生早期に入ったことを宣言した場合には，当庁管内の実情

等も踏まえて，発生時継続業務以外の業務のうち，優先順位の低い業務を縮小又は

中断することや，欠勤者多数となった部署への応援体制も検討する。また,新型イ

ンフルエンザ等の病原性や感染力等も踏まえて，早期に発生時継続業務以外の業務

をいったん縮小又は中断し，その後，状況を踏まえて縮小又は中断の見直しを検討

する。

なお，当庁管内及び当庁内における感染状況，近隣の行政機関等の対応状況等に

よっては， (3)の国内感染期における業務体制に移行することを検討する。

（3） 国内感染期(いずれかの都道府県で患者の接触歴を疫学調査で追えなくなった状

態。感染拡大からまん延，患者の減少に至るまでの時期を含む｡）

政府対策本部が国内感染期に入ったことを宣言した場合には，発生時継続業務以

外の業務を縮小又は中断し，新型インフルエンザ等発生時の業務体制に移行する。

また，政府対策本部が，新型インフルエンザ等緊急事態（特措法第32条第1項）

を宣言した場合には， 当庁管内の実情も踏まえて，発生時継続業務以外の業務を大

幅に縮小又は中断する。

（4）小康期（患者の発生が減少し，低い水準でとどまつ.ている状態）

政府対策本部が小康期に入ったことを宣言した場合には，当庁管内の感染状況等

を踏まえ，通常の業務体制への復帰を柔軟に検討する。また，次の感染拡大に備え

て，必要に応じて業務体制の見直し等も検討する。
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第4業務継続のための執務環境の確保

1 物資・サービスの確保

庁舎管理，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理

，消耗品の供給等の発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な物資・サービス

， をリストアップするとともに，物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し，業務継続のための

協力を要請する｡当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には，代

替策を検討する。

3売店の営業

庁舎内で営業する売店については， 当庁管内における新型インフルエンザ等の感染

状況，売店の利用状況，周辺の施設の状況等を考慮した上で,営業を継続するか否か

を検討する。

第5感染対策の徹底 ・

発生時織業務を適切に実施継続するため,新型ｲﾝﾌﾙｴﾝザ等に関する基本
的な知識等を職員及びその家族に周知徹底するとともに， 「新型インフルエンザ感染

防止対策のためのガイドライン」 （平成21年5月作成）や政府のガイドライン等を

参照の上，感染対策を徹底する。

第6業務継続計画の維持‘管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては，千葉県千葉市，千葉県警察本部千葉地方検察

庁，千葉県弁護士会， 日本司法支援センター千葉地方事務所等関係機関に対して，本

計画の概略を説明し，協力を依頼する。

2教育

業務継続計画の実効性を高めるため,職員に対し,平常時から本計画の周知に努め，

業務継続等の重要性を認識させる｡特に,強化･拡充業務に従事する職員に対しては，

研修，訓練等を通じて必要な知識等を習得させる。

3改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や，教育等を通じて課題

が明らかになった場合等には，適宜，本計画の見直しを行う。

4



(別紙1）

新型インフルエンザ等対策本部組織表

地裁所長

家裁所長

民事部所長代行

刑事部所長代行

家事部所長代行

少年部所長代行

千葉簡裁司掌者

民事首席書記官

刑事首席書記官

首席家裁調査官

家事首席書記官

少年首席書記官

地裁事務局長

地裁事務局次長

家裁事務局長

家裁事務局次長

本部長

副本部長

本部員
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(別紙2）
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名
一 ■ 白＝ ℃■一＆ F~己寺や一~ 凸コー今 ■ ｡

’発生時継続業務のうち一般継続業務
二番一こ り 全国 P一

処理態勢（人）

調査官｜書記官：

－－－－－~~1

－ロ ーー ヨーーL 凸 ■■■ー

雲霧菅1
’

業務内容１
冊
ｑ
Ｉ
１
Ｉ

■
１
１
４
４
■
供
且
占
ｐ
Ｕ
０
■
ｑ
■
！
。
■
ｌ
側
制
Ｈ
Ｈ
Ｉ
静
ｑ
０
羽
】
■
■
■
司
曽
■
日
叶
■
宙
■
■
＆
“
ｉ
ｒ
０
１
１

ｊ

Ｆ
日
Ⅱ
。
Ⅲ
１
１
卜
Ｌ
ｊ
ｉ
ｉ
ｊ
ｌ

|

－一 ←

_L－－
｜こ
-｢－－－

。

一斗
＝

，
。
１
９
も
‘
■
９
▲
９
０
５
．
日
Ⅱ
Ｕ
日
・
日
１
Ｊ
Ｊ
●
日
日
■
日
■
Ｕ
凸
■
日
日
Ｙ

Ⅱ
Ⅱ
ｉ
ｆ
１
口
１
１
１
ロ
ー
●
■
・
■
凸

－

８
■
Ⅱ
■
伽
Ｏ
Ｐ
Ｄ
』
■
巳

発生時継続業務以外の業務
一一一．＝『ﾛ ロ巳一一一雨一一一車具 qー一一ターー‐

饅勢（人）
一－－－－－&モー一一

首I書記官｜事務官
＝一一＝一▽幸司÷一一一一L一一°一℃、一一一

~ I －1－

ﾛ 、

業務内容業務内容
一一一＝＝マーーーーーー

|裁判官’調査官
一一五＝王一一 ■ 凸一口一つ -

再‐●１．，面

I裁判官
０

１

１

１

『

，

鐘

．

１１

‐
『
，
巾

’
■

’

－－－巴

一
‐
｜

一
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

I
一斗

’
１
１第

１
順
位

１
１

可
Ⅱ
１
．
１
１
．
ｂ
４
ｄ
ｌ

ＩⅡｑ

４ 二
Ｊ
１
謝
創
胴
位
ヨ
ー
雪
嫡
叫
Ｊ

川
ｑ
凹
可
国
日
Ⅲ
Ⅱ
川
１
脚
、
凸
ｑ
０
用
刮
削
且
■
同
Ｊ
８
０
１
１
月
Ｉ
Ⅱ
司
り
も
１
国
■
Ｉ
Ｆ
日
Ⅱ
Ｈ

剋

Ｏ

Ｊ

Ｂ

９

ｐ

ｄ

■

Ｌ

■

・

慣

旧

Ｉ

Ｉ

０

０

ｑ

Ｒ

ｒ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

ｊ

■

■

町

。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
ー

ームーー

■－~

I

一

一
一
一

’
一

＝

一一

－
＝ー -－

－

P

■

ﾔ
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新型インフルエンザワクチンの特定接種対象者の選定等について
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